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関
谷
本
会
会
長
ら
が
要
請
活
動
を
展
開

市
議
会
議
員
共
済
会
の
関
谷
博

・
会
長
（
下
関
市
議
会
議
長
）
は

６
月
１４
日
、
都
道
府
県
と
町
村
の

議
会
議
員
共
済
会
と
と
も
に
、
地

方
議
会
議
員
年
金
に
つ
い
て
要
請

活
動
を
展
開
し
た
�
要
請
先
は
下

掲
。
要
望
の
題
名
は
「
地
方
議
会
議

員
の
新
た
な
年
金
制
度
に
つ
い
て

の
要
望
」
。
今
回
の
要
請
活
動
は
、

総
務
省
が
ま
と
め
た
「
地
方
議
会

議
員
の
新
た
な
年
金
の
あ
り
方
に

関
す
る
検
討
報
告
」
の
結
果
を
受

け
て
の
も
の
。
地
方
議
会
議
員
年

金
制
度
は
２３
年
６
月
１
日
を
も
っ

て
廃
止
法
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

地
方
議
会
議
員
の
新
た
な

年
金
制
度
に
つ
い
て
の
要
望

地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
は
、
平
成

の
大
合
併
に
よ
り
急
激
に
財
政
が
悪
化

し
、
平
成
２３
年
６
月
１
日
を
も
っ
て
廃

止
さ
れ
た
が
、
廃
止
法
案
審
議
に
際
し

て
衆
参
両
院
総
務
委
員
会
は
、
地
方
議

会
議
員
の
新
た
な
年
金
制
度
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
よ
う
附
帯
決
議
を
付
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
附
帯
決
議
を
踏
ま
え
、
総
務
省

は
、
地
方
議
会
議
員
の
み
を
対
象
と
し

た
新
た
な
年
金
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

は
現
実
的
で
は
な
い
と
し
、
地
方
議
会

議
員
が
既
存
の
被
用
者
年
金
制
度
へ
加

入
す
る
道
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
い
る
。

地
方
議
会
議
員
が
安
心
し
て
議
員
活

動
に
専
念
し
、
ま
た
、
議
員
を
志
す
新

た
な
人
材
確
保
の
た
め
に
も
、
議
員
退

職
後
の
老
後
の
生
活
を
保
障
す
る
年
金

制
度
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
及
び
国
会
は
、
今
般

の
年
金
制
度
の
大
幅
な
見
直
し
に
当
た

り
、
地
方
議
会
議
員
に
つ
い
て
、
知
事
、

市
町
村
長
や
被
用
者
が
加
入
す
る
基
礎

年
金
に
上
乗
せ
の
報
酬
比
例
部
分
の
あ

る
被
用
者
年
金
制
度
へ
の
加
入
を
実
現

す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

平
成
２４
年
６
月
１４
日

【
面
談
要
請
先
】
▽
佐
藤
勉
・
自
民
党

国
会
対
策
副
委
員
長（
筆
頭
）
▽
坂
本
哲

志
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
理
事
（
議
会
機

能
強
化
検
討
Ｐ
Ｔ
座
長
）
▽
�
坂
誠
二

・
民
主
党
総
務
部
門
・
地
方
自
治
制
度

検
討
Ｗ
Ｔ
座
長
▽
稲
見
哲
男
・
民
主
党

総
務
部
門
会
議
座
長
▽
原
口
一
博
・
衆

議
院
総
務
委
員
会
委
員
長
▽
平
井
た
く

や
・
自
民
党
総
務
部
会
長
▽
礒
崎
陽
輔

・
自
民
党
総
務
部
会
部
会
長
代
理
▽
西

博
義
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
理
事
▽
木

庭
健
太
郎
・
参
議
院
総
務
委
員
会
理
事

【
秘
書
対
応
】
▽
小
川
淳
也
・
民
主
党

政
策
調
査
会
副
会
長
▽
石
田
真
敏
・
衆

議
院
総
務
委
員
会
理
事
▽
浜
田
靖
一
・

自
民
党
国
会
対
策
委
員
長
代
理
▽
秋
葉

賢
也
・
自
民
党
総
務
部
会
部
会
長
代
理

▽
岸
田
文
雄
・
自
民
党
国
会
対
策
委
員

長
▽
城
島
光
力
・
民
主
党
国
会
対
策
委

員
長
▽
伊
藤
良
孝
・
自
民
党
総
務
部
会

副
部
会
長

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1836号６月２５日平成24年
（2012年）

佐藤勉・自民党国会対策副委員長（筆頭）に対し要請

坂本哲志・衆議院総務委員会理事に対し要請

�坂誠二・民主党総務部門・地方自治制度検討ＷＴ座長に対し要請

稲見哲男・民主党総務部門会議座長に対し要請

地地方方議議会会
議議員員年年金金
ににつついいてて

共済会

原口一博・衆議院総務委員会委員長に対し要請

平井たくや・自民党総務部会長に対し要請

礒崎陽輔・自民党総務部会部会長代理に対し要請

西博義・衆議院総務委員会理事（左）、木庭健太郎
・参議院総務委員会理事（右）に対し面談し要請

（１） 平成２４年６月２５日 第１８３６号
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地
方
制
度
調
査
会
で
は
、
５
月

３１
日
に
第
１３
回
専
門
小
委
員
会
を

総
務
省
内
で
、
６
月
１８
日
に
第
１４

回
専
門
小
委
員
会
を
東
京
・
全
国

都
市
会
館
で
相
次
ぎ
開
催
し
た
。

現
在
、
専
門
小
委
が
議
論
し
て

い
る
テ
ー
マ
は
「
大
都
市
の
あ
り

方
に
つ
い
て
」
。
橋
下
徹
・
大
阪

市
長
が
提
唱
す
る
「
大
阪
都
構
想
」

を
は
じ
め
、
新
た
な
大
都
市
制
度

を
構
築
す
る
場
合
の
課
題
な
ど
に

つ
い
て
協
議
を
重
ね
て
い
る
。

第
１３
回
専
門
小
委
で
は
、
地
方

代
表
と
し
て
地
制
調
委
員
と
な
っ

て
い
る
本
会
会
長
の
関
谷
博
・
下

関
市
議
会
議
長
ら
に
対
し
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
が
実
施
さ
れ
た
。
続
き
第

１４
回
専
門
小
委
で
は
、
国
会
議
員

委
員
に
よ
る
意
見
が
示
さ
れ
た
。

資料１
「大都市制度の見直しに係る今後検討
すべき論点について」に関する国会議
員の委員からの主な意見

第１４回専門小委員会（６月１８日）

・論点については、よく網羅されているのではな
いか。
・一部記述もあるが、大震災を踏まえた災害時の
対応の視点について、書き加えられないか。県
と指定都市の間の役割分担について課題があっ
たのではないか。
・「二重行政」が何かということはよく考える必
要がある。
・「住民の協働の観点」とあるが、「住民自治の
観点から」行政に参画するのではないか。行政
と住民は対峙する概念ではないのではないか。
・住民が地域の課題について意見を表明する機会
と、その意見については、行政が尊重するよう
な仕組みも考える必要があるのではないか。
・地域自治区はいいツールであり、もっと活用す
べきである。もっと作りやすいようにできない
か。合併特例区のようになってもいいのではな
いか。
・東京のように自主財源でやれればいいが、大阪
は交付団体なのだから、基礎自治体の財源を広
域自治体が吸い上げることは、より難しいので
はないか。
・大阪府は、全域が連たんしている特殊性があり、
基礎自治体は全て政令市並みの団体にして、広
域自治体の機能を小さくすれば、将来の道州制
移行と整合しやすくなるのではないか。大阪市
については、人口７０～８０万位で３つ程度に分け
た方が財政調整もやりやすいのではないか。
・現行の指定都市の存する区域に特別区制度を適
用すると、権限が細分化されることとなり、行
政コストが増加し、住民サービスが低下するお
それがあるのではないか。
・指定都市の存する区域に特別区制度を適用する
場合、税源の配分や財政調整について、特別区
の各種の行政計画との調整が必要となるのでは
ないか。
・指定都市の存する区域に特別区制度を適用する
場合、特別区以外の自治体の税財政に影響を与
えないようにする必要があるのではないか。
・廃棄物処理、公共交通、病院などは指定都市単
独で実施するのではなく、圏域で考えるべきサ
ービスではないか。指定都市の市立病院を市だ
けのために使うのが本当に良いのか。
・東京都と特別区の関係については、より便利に
なるなら区の権限を増やせばいいが、住民には、
区民としての「おらが村」的な感覚は少ないの
ではないか。首都の特質をよく考えるべきでは
ないか。
・指定都市の議論をするときに、長い間指定都市
であった市と、最近指定都市になったところで
分けて議論すべきではないか。
・人口減少した大都市が、自ら権限を返上すると
はなかなか言わないだろうが、能力がなくなる
ということもあるだろうから、返上という仕組
みも必要だろう。
・議員の兼職を可能とする場合、どちらに重きを
置くことになるのか。また、議員の身分につい
ての整理や、選挙区の区割りと議員定数の考え
方についての整理も必要になるのではないか。

地地
制制
調調
がが
大大
都都
市市
制制
度度
でで
論論
点点
整整
理理

第
１３
回
・
第
１４
回
専
門
小
委
を
相
次
ぎ
開
催

第
１３
回
専
門
小
委
で
は
、
大
都

市
の
あ
り
方
に
つ
い
て
今
後
、
検

討
す
べ
き
論
点
を
整
理
す
る
た

め
、
本
会
を
は
じ
め
と
す
る
地
方

六
団
体
の
代
表
に
対
し
、
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
実
施
し
た
。

本
会
を
代
表
し
出
席
し
た
関
谷

博
・
会
長
（
下
関
市
議
会
議
長
）

は
、
専
門
小
委
の
場
で
示
さ
れ
た

「
今
後
検
討
す
べ
き
論
点
に
つ
い

て
」
を
踏
ま
え
、
▽
基
礎
自
治
体

の
あ
り
方
▽
周
辺
自
治
体
へ
の
影

響
▽
議
会
の
あ
り
方
―
―
の
３
点

に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
。

初
め
に
、
関
谷
会
長
は
本
会
の

構
成
団
体
が
、
人
口
３
７
０
万
人

の
都
市
か
ら
人
口
５
０
０
０
人
の

都
市
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、

指
定
市
・
中
核
市
・
特
例
市
そ
れ

ぞ
れ
が
異
な
っ
た
課
題
を
抱
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
本
会
と
し
て
の

意
見
集
約
は
困
難
な
状
況
に
あ
る

と
説
明
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
意
見

は
、
あ
く
ま
で
も
私
見
で
あ
る
と

断
っ
た
。
１
点
目
と
し
て
関
谷
会

長
は
「
大
都
市
も
基
礎
自
治
体
」

だ
と
指
摘
し
た
。
指
定
市
・
中
核

市
・
特
例
市
や
東
京
特
別
区
も
権

限
に
差
が
あ
れ
、
基
礎
自
治
体
な

の
だ
と
説
い
た
。

議
員
兼
職
な
ど
の
課
題
も

大
都
市
制
度
を
論
ず
る
う
え
で

の
前
提
と
し
て
「
基
礎
自
治
体
と

し
て
の
市
」
と
し
て
の
存
在
、
市

民
に
身
近
で
、
直
接
的
に
市
民
と

接
し
、
市
民
の
声
を
聞
き
な
が
ら

市
民
の
日
々
の
暮
ら
し
を
守
る
と

い
う
原
点
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な

い
と
関
谷
会
長
は
示
唆
し
た
。
基

礎
自
治
体
と
し
て
の
市
の
性
格
を

失
わ
せ
る
よ
う
な
大
都
市
制
度
の

検
討
は
、
本
末
転
倒
に
な
る
と
予

見
し
て
の
発
言
だ
っ
た
。

議
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
関

谷
会
長
は
「
一
定
の
場
合
に
は
議

員
が
別
の
地
方
公
共
団
体
の
議
員

を
兼
職
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ

と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
議
員
は
当
該
自
治
体
の
住

民
代
表
と
し
て
、
住
民
の
利
益
を

守
る
こ
と
が
本
分
で
あ
る
と
指
摘

し
、
兼
職
に
よ
り
議
員
の
本
分
に

矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
慎
重
な
議

論
を
求
め
た
。

第
１４
回
専
門
小
委
で
は
、
国
会

議
員
の
地
制
調
委
員
か
ら
意
見
が

示
さ
れ
た
。
議
員
の
兼
職
を
可
能

と
す
る
場
合
、
ど
ち
ら
の
団
体
に

重
き
を
置
く
こ
と
に
な
る
か
な

ど
、
新
た
な
課
題
が
示
さ
れ
た
。

第１３回専門小委員会に関谷本会会長が出席【５月３１日】

第１８３６号 平成２４年６月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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▼
議
長

▽
宇
陀

小
林
一
三
（
５
・
８
）

▽
出
水

外

�
男
（
５
・
１１
）

▽
西
尾

工
藤
光
雄
（
５
・
１４
）

▽
日
光

斎
藤
敏
夫
（
５
・
１５
）

▽
真
岡

上
野
玄
一
（
５
・
１５
）

▽
鈴
鹿

矢
野
仁
志
（
５
・
１５
）

▽
笠
岡

森
岡
聰
子
（
５
・
１５
）

▽
府
中
（
広
島
）

平
田
八
九
郎
（
５
・
１５
）

▽
鹿
児
島

仮
屋
秀
一
（
５
・
１５
）

▽
綾
瀬

綱
嶋
洋
一
（
５
・
１６
）

▽
太
田

永
田
洋
治
（
５
・
１６
）

▽
一
宮

日
比
野
友
治
（
５
・
１６
）

▽
半
田

石
川
英
之
（
５
・
１６
）

▽
常
滑

成
田
勝
之
（
５
・
１６
）

▽
尾
張
旭

岩
橋
盛
文
（
５
・
１６
）

▽
高
浜

北
川
広
人
（
５
・
１６
）

▽
岩
倉

塚
本
秋
雄
（
５
・
１６
）

▽
豊
明

安
井

明
（
５
・
１６
）

▽
日
進

古
谷
の
り
お
（
５
・
１６
）

▽
四
日
市

藤
井
浩
治
（
５
・
１６
）

▽
熊
野

下
田
克
彦
（
５
・
１６
）

▽
高
槻

中
浜

実
（
５
・
１６
）

▽
枚
方

三
島
孝
之
（
５
・
１６
）

▽
門
真

鳥
谷
信
夫
（
５
・
１６
）

▽
京
都

大
西

均
（
５
・
１６
）

▽
た
つ
の

柳
生
陽
一
（
５
・
１６
）

▽
高
松

大
浦
澄
子
（
５
・
１６
）

▽
新
居
浜

藤
田
幸
正
（
５
・
１６
）

▽
高
崎

岩
田

寿
（
５
・
１７
）

▽
豊
田

梅
村
憲
夫
（
５
・
１７
）

▽
岐
阜

高
橋

正
（
５
・
１７
）

▽
貝
塚

食
野
雅
由
（
５
・
１７
）

▽
四
條
畷

瓜
生
照
代
（
５
・
１７
）

▽
大
津

青
山
三
四
郎
（
５
・
１７
）

▽
三
好

平
岡
進
治
（
５
・
１７
）

▽
坂
出

吉
田
耕
一
（
５
・
１７
）

▽
浜
松

鈴
木
浩
太
郎
（
５
・
１８
）

▽
八
尾

大
松
桂
右
（
５
・
１８
）

▽
彦
根

杉
本
君
江
（
５
・
１８
）

▽
山
口

小
林
訓
二
（
５
・
１８
）

▽
伊
勢
崎

小
暮
利
明
（
５
・
２１
）

▽
土
佐

山
本
竹
子
（
５
・
２１
）

▽
佐
倉

山
口
文
明
（
５
・
２２
）

▽
豊
中

中
蔵

功
（
５
・
２２
）

▽
泉
佐
野

辻
野
隆
成
（
５
・
２２
）

▽
墨
田

出
羽
邦
夫
（
５
・
２３
）

▽
中
津
川

松
浦
高
春
（
５
・
２３
）

▽
堺

吉
川
敏
文
（
５
・
２３
）

▽
香
芝

長
谷
川
翠
（
５
・
２４
）

▽
江
東

佐
藤
信
夫
（
５
・
２５
）

▽
藤
岡

斉
�
千
枝
子
（
５
・
２５
）

▽
西
予

元
親
孝
志
（
５
・
２５
）

▽
甲
斐

河
野
勝
彦
（
５
・
２８
）

▽
春
日
部

山
崎

進
（
５
・
２８
）

▽
荒
川

小
坂
眞
三
（
５
・
２９
）

▼
副
議
長

▽
宇
陀

大
澤
正
昭
（
５
・
８
）

▽
串
間

英

聡
子
（
５
・
８
）

▽
出
水

田
頭
良
成
（
５
・
１１
）

▽
西
尾

中
村
眞
一
（
５
・
１４
）

▽
日
光

鷹
觜
孝
委
（
５
・
１５
）

▽
真
岡

柴

惠
（
５
・
１５
）

▽
鈴
鹿

水
谷

進
（
５
・
１５
）

▽
笠
岡

藤
井
義
明
（
５
・
１５
）

▽
府
中
（
広
島
）

加
藤
吉
秀
（
５
・
１５
）

▽
鹿
児
島

森
山
き
よ
み
（
５
・
１５
）

▽
綾
瀬

笠
間
善
晴
（
５
・
１６
）

▽
太
田

町
田
正
行
（
５
・
１６
）

▽
一
宮

渡
辺
之
良
（
５
・
１６
）

▽
半
田

中
村
宗
雄
（
５
・
１６
）

▽
常
滑

相
羽
助
宣
（
５
・
１６
）

▽
尾
張
旭

若
杉
た
か
し
（
５
・
１６
）

▽
高
浜

杉
浦
辰
夫
（
５
・
１６
）

▽
岩
倉

松
浦
正
�
（
５
・
１６
）

▽
豊
明

三
浦
桂
司
（
５
・
１６
）

▽
日
進

渡
邊
明
子
（
５
・
１６
）

▽
み
よ
し

近
藤
�
男
（
５
・
１６
）

▽
四
日
市

加
納
康
樹
（
５
・
１６
）

▽
熊
野

和
田
い
く
子
（
５
・
１６
）

▽
高
槻

灰
垣
和
美
（
５
・
１６
）

▽
枚
方

岡
林

薫
（
５
・
１６
）

▽
門
真

田
伏
幹
夫
（
５
・
１６
）

▽
藤
井
寺

岩
口
寛
治
（
５
・
１６
）

▽
京
都

山
岸
た
か
ゆ
き
（
５
・
１６
）

▽
た
つ
の

小
寺
昭
男
（
５
・
１６
）

▽
高
松

辻

正
雄
（
５
・
１６
）

▽
新
居
浜

藤
田
豊
治
（
５
・
１６
）

▽
高
崎

後
閑
太
一
（
５
・
１７
）

▽
勝
浦

寺
尾
重
雄
（
５
・
１７
）

▽
豊
田

杉
浦

昇
（
５
・
１７
）

▽
岐
阜

浅
野
裕
司
（
５
・
１７
）

▽
貝
塚

中
山
敏
数
（
５
・
１７
）

▽
四
條
畷

渡
辺

裕
（
５
・
１７
）

▽
大
津

津
田
新
三
（
５
・
１７
）

▽
三
原

松
浦
良
一
（
５
・
１７
）

▽
美
�

村
上
健
二
（
５
・
１７
）

▽
三
好

伊
丹
征
治
（
５
・
１７
）

▽
坂
出

末
包
保
広
（
５
・
１７
）

▽
浜
松

鈴
木
育
男
（
５
・
１８
）

▽
八
尾

大
野
義
信
（
５
・
１８
）

▽
彦
根

徳
永
ひ
で
子
（
５
・
１８
）

▽
山
口

俵
田
祐
児
（
５
・
１８
）

▽
上
越

佐
藤

敏
（
５
・
２１
）

▽
伊
勢
崎

内
田

彰
（
５
・
２１
）

▽
土
佐

野
村
昌
枝
（
５
・
２１
）

▽
行
橋

大
野
慶
裕
（
５
・
２１
）

▽
佐
倉

村
田
穣
史
（
５
・
２２
）

▽
泉
佐
野

新
田
輝
彦
（
５
・
２２
）

▽
墨
田

千
野
美
智
子
（
５
・
２３
）

▽
中
津
川

鷹
見
憲
三
（
５
・
２３
）

▽
堺

米
谷
文
克
（
５
・
２３
）

▽
大
田
（
東
京
）

松
本
洋
之
（
５
・
２４
）

▽
豊
中

児
島
政
俊
（
５
・
２４
）

▽
香
芝

橋
本
元
秀
（
５
・
２４
）

▽
北

土
屋
さ
と
し
（
５
・
２５
）

▽
藤
岡

青
木
貴
俊
（
５
・
２５
）

▽
西
予

小
野
正
昭
（
５
・
２５
）

▽
甲
斐

池
神
哲
子
（
５
・
２８
）

▽
春
日
部

栗
原
信
司
（
５
・
２８
）

▽
荒
川

中
村
尚
郎
（
５
・
２９
）

��
仁仁
親親
王王
殿殿
下下
がが
薨薨
去去

本本
会会
のの
関関
谷谷
会会
長長
参参
列列

関
谷
博
・
本
会
会
長
は
６
月
１４

日
、
豊
島
岡
墓
地
で
営
ま
れ
た
故

�
仁
親
王
殿
下
の
喪
儀
葬
場
の
儀

に
参
列
し
た
。

�
仁
親
王
殿
下
は
６
月
６
日
に

薨
去
さ
れ
て
お
り
、
葬
儀
当
日

は
、
長
女
の
彬
子
女
王
殿
下
が
喪

主
を
務
め
ら
れ
た
。

お
知
ら
せ

本
紙
７
月
５
日
付
第
１

８
３
７
号
は
、
第
１
８
３

８
号
と
併
せ
、
７
月
１５
日

付
第
１
８
３
７
・
３
８
号

と
し
て
発
行
し
ま
す
。

議議
会会
人人
事事
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ククスス

「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
り
推
進
す
る

基
本
法（
仮
称
）」の
制
定
が
最
多
へ

３３
月月
定定
例例
会会
のの
意意
見見
書書
・・
決決
議議
のの
状状
況況

こ
の
ほ
ど
本
会
で
は
、
３
月
定
例
会
の
「
意
見
書
・
決
議
状
況
」
を
ま
と
め
た
。
本
紙
で
は
今
号
か

ら
上
・
下
の
２
回
に
分
け
、
各
市
議
会
の
議
決
状
況
を
掲
載
す
る
。

今
回
の
調
査
の
う
ち
、
「
上
」
で
は
「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
り
推
進
す
る
基
本
法
（
仮
称
）
」
の
制

定
を
求
め
る
意
見
書
が
１
３
８
件
で
最
多
と
な
っ
た
。
昨
年
１２
月
定
例
会
を
調
査
し
た
時
点
で
は
、
同

基
本
法
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書
数
は
４
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
３
月
定
例
会
で
意
見
書
採
択
が
急

増
し
た
背
景
に
は
、
我
が
国
の
自
殺
者
数
が
減
少
し
つ
つ
も
依
然
高
止
ま
り
な
状
態
に
あ
る
こ
と
へ
の

危
機
感
が
あ
る
。
自
殺
の
主
要
原
因
の
１
つ
で
あ
る
精
神
疾
患
が
近
年
で
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
政
府

が
平
成
１９
年
に
閣
議
決
定
し
た
「
自
殺
総
合
対
策
大
綱
」
で
は
▽
自
殺
は
追
い
込
ま
れ
た
死
▽
自
殺
は

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
▽
自
殺
を
考
え
て
い
る
人
は
サ
イ
ン
を
発
し
て
い
る
―
―
と
す
る
基
本
認
識
を
示

し
て
い
る
。
事
態
の
改
善
に
向
け
、
早
急
に
対
処
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

（上）

厚
生
労
働
省
で
は
従
前
、
が

ん
、
脳
卒
中
、
心
臓
病
、
糖
尿
病

を
４
大
疾
病
と
位
置
付
け
て
き
た

が
、
昨
年
の
７
月
に
は
精
神
疾
患

を
加
え
、
５
大
疾
病
と
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。

精
神
疾
患
の
患
者
が
従
来
の
４

大
疾
病
患
者
の
い
ず
れ
よ
り
も
多

く
、
看
過
で
き
な
い
事
態
で
あ
る

こ
と
が
要
因
。
厚
労
省
の
「
患
者

調
査
」
に
よ
る
と
平
成
２０
年
の
精

神
疾
患
患
者
数
は
３
２
３
万
人
。

国
民
の
４０
人
に
１
人
が
患
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
患
者
数
は

近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
�
表
参
照

�
最
悪
の
場
合
、
自
ら
命
を
絶
つ

結
果
に
繋
が
る
。
警
察
庁
の「
平
成

２３
年
中
に
お
け
る
自
殺
の
状
況
」

に
よ
れ
ば
、
自
殺
に
よ
る
死
亡
数

は
３
万
１
４
５
１
人
。
う
ち
、
う

つ
病
の
影
響
だ
け
で
６
５
１
３
人

が
自
ら
命
を
絶
っ
て
い
る
。

心
身
の
健
康
は
、
１
人
ひ
と
り

の
国
民
の
基
本
的
な
権
利
で
あ

り
、
社
会
の
活
力
と
発
展
の
基
盤

を
な
す
も
の
。
国
民
が
心
の
健
康

を
保
持
し
、
安
心
し
て
生
活
で
き

る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

心
の
健
康
を
守
る
総
合
的
か
つ
長

期
的
な
政
策
の
実
現
が
不
可
欠
。

心
の
健
康
を
守
り
、
精
神
疾
患
対

策
に
関
す
る
基
本
理
念
や
施
策
の

基
本
事
項
を
定
め
る
基
本
法
の
制

定
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。

議会

３月定例会意見書・決議の議決状況（上） （２４．１．１～４．３０）

決 議
【税・財政】 【 ２５】 【 １】
○消費税増税に反対 １４ ―
○その他 １１ １
【地方行政・議会・選挙】 【 １００】 【 ４】
○基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支 ６９ ―
援策の充実
○地域主権改革による「国の出先機関廃止」の ２７ ―
再検討
○その他 ４ ４
【医療・保健衛生】 【 ２１５】 【 ４】
○「こころの健康を守り推進する基本法（仮 １３８ ―
称）」の制定
○国民健康保険に対する国庫負担の見直し・ １０ ―
増額
○医療費助成制度の現物給付に伴う国庫負担 ９ ―
金減額措置の廃止
○医療計画、２次医療圏の基準見直し ７ ―
○地域医療と国立病院の充実等 ６ ―
○子供の医療費無料化 ６ ―
○医師・看護師・介護職員の労働条件・環境の ５ ―
改善
○ウイルス性肝炎患者の救済 ４ ―
○福祉医療制度の拡充及び見直し ３ １
○その他 ２７ ３
【教育・文化】 【 ３５】 【 １７】
○子ども・子育て新システムによる保育制度 １１ ―
改革反対・現行保育制度の拡充
○第３２回オリンピック競技大会及び第１６回パ ３ １１
ラリンピック競技大会東京招致
○高校授業料無償化の継続 ５ ―
○その他 １６ ６
【農林・水産】 【 ９３】 【 ３】
○ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に交 ４４ ―
渉参加反対・慎重な対応
○戸別所得補償制度の見直し、農業政策の立 ３１ ―
て直し
○鳥獣及び野犬被害防止対策の充実 ５ ―
○その他 １３ ３
【公害・環境保全】 【 １２２】 【 ５６】
○東日本大震災で生じた災害廃棄物の広域 ２６ ４８
処理に対する対策・推進
○放射線等による被害対策の早期実施 ３３ ３
○原子力発電に依存しないエネルギー政策へ ２６ ３
の転換、再生可能エネルギーの普及拡大
○原子力発電所の再稼働反対・安全対策と慎 ２２ ―
重な対応
○原子力発電所の廃炉 ８ １
○その他 ７ １
【合 計】 【 ５９０】 【 ８５】
【総合計】 【 １，１２７】 【 １１４】

意見書件 名

※単位：万人
※出典：患者調査を基に作成
（厚生労働省第１９回社会保障
審議会医療部会資料抜粋）
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